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第１章，総   則 

第１節，総   則 

1-1-1,適用 

   「水道配管用仕様書」は、神戸市水道局が発注する配管工事について必要な事項を記載したものであり、配管工事の施工に際してはこの仕様書（以下「配管仕

様書」という。）に基づくこと。なおこの仕様書は「特記仕様書」の次に優先されるものであり、配管工事を行う際は必ずこの配管仕様書を熟知すること。 

 

第２章，材   料 

  2-1-1,工事に使用する支給材料以外の水道材料（鋼管を除く）については、第５章「仮配水管及び給水管付替」第６章「割丁字管」第７章「不断水式管路遮断弁」第

８章「水道用配管材料」に基づき適正に購入し施工すること。 

2-2-2,以下材料及び本市の指示する材料は指定材料とし、請負人持ちとする。「材料確認書」を作成し、提出すること。 

※ 水道用配管材料（水道用ダクタイル鋳鉄管、水輸送用鋼管、水道配水用ポリエチレン管、弁・栓類、割丁字管、不断水式管路遮断弁、鉄蓋類、及びこれら

の付帯材料等）・仮配水管及び給水管材料・ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用）・水道配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ・ポリプロピレ

ンロープ 

なお、神戸市水道局規格を除く JWWA 規格の材料（給水材料含む）については、図面、見本または品質を証明する資料等の提出は省略することができる。ただ

し、監督員が別途指示する材料はこの限りではない。 

 

第３章，工事施工  

第１節，管工事  

 3-1-1,管路土工 

管路土工の施工については、神戸市土木請負工事必携（以下「工事必携」という。）第 1 編 第 1 章総則及び第 3 編 第 2 章一般施工によるほか、以下の事項に

よらなければならない。 

1),管路掘削については、占用条件を遵守し、占用位置に変更が生じないようにすること。 

2),床掘断面は設計図面によるが、設計図面に記載されていない掘削断面については、第４章 標準図（4-1-1）によること。 

3),床掘の最下面は掘り過ぎないよう充分注意して施工すること。 

4),新設路線の床掘工は、原則として機械施工とし、床掘最下面は人力により床均しを行わなければならない。 

5),道路を横断して掘削する場合は、片側の掘削を終了して交通を妨げないような措置を講じた後でなければ他の片側を掘削してはならない。 
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6),管路掘削により生じた土砂等は、速やかに道路外に搬出し、交通に支障のないようにすること。また、搬出後は、直ちに道路を清掃すること。 

7),掘削深さの浅い所であっても、湧水がある箇所、地下埋設物及び構造物に近接する箇所においては、監督員と協議し必要に応じて土留工を施工すること。 

8),管路掘削及び管路連絡時においては、管内に濁水が流入しないように十分な水替設備を設け、掘削断面内に水を滞留させないようにし、また配管については

完全に湧水を排除した後に施工すること。 

9),道路等の掘削に際しては、当日中に埋戻すことを原則とする。ただし、埋戻しが困難な場合は、関係官公署と協議の上、適切な安全施設を設置する等交通に

支障を与えないようにしておかなければならない。 

10),仮復旧後、当該工事が水道工事であること及び仮復旧であることを明示するマーキングを工事必携 第 1編 1-1-27 地下埋設物に従い施工すること。 

11),土留工は、工事必携 第 10 編 2-1-6 管路土留工を適用する。 

12),道路における埋戻工は、工事必携 第 10 編 2-1-2 管路土工を適用する。ただし、埋戻し方法は一層の締固め後の仕上がり厚さ 20cm 以下とし、層毎に投入、

敷均し、突固めを行うこと。なお、管天端上 30cm までの部分については、管及びポリエチレンスリーブを損傷しない方法で、管の移動が生じないよう、胴締

めを堅固行いながら施工すること。 

13),管保護コンクリート等の配筋を行う場合は、電食防止のため、管と鉄筋が接触しないよう配筋すること。 

14),残置管については両端を閉塞の上、エアミルクを充填すること。エアミルクの配合については、圧縮強度 1.0N/mm2 以上とする。 

15),残置管の両端の閉塞については、第４章 標準図（4-1-2）によること。 

16),請負人は、高さ(深さ)1.5m を超え、かつ土留工を施していない掘削斜面にて施工する場合、「施工業者のための斜面崩壊による労働災害防止ガイドブック(社

団法人全国地質調査業協会連合会)」を用いて安全管理レベルの判定を行い、監督員へ報告すること。その結果、安全管理レベルが「安全管理に注意が必要(評

点 50 点以上)」となった場合、必要に応じて地質調査を行い、緩勾配化や土留の設置等の安全措置について、本市と協議を行うこと。ガイドブックは下記を

参照すること。 

https://www.zenchiren.or.jp/guide_book/pdf/guide_book.pdf 

3-1-2,立会 

他企業地下埋設物事前確認、試験掘による地下埋設物確認、別途支給品等の引渡、配管材料等の納入時、主要な工事材料の試験片採取及び試験、既設管との連

絡工事、その他本市の指示する事項については監督員の立会を要する。なお、監督員の立会を要する場合、請負人はその日時・内容について、前もって連絡し

なければならない。 

3-1-3,再掘削工 

1),再掘削工とは、配管が完了した掘削部の端部において、翌日以降、再度配管を行うために掘削を行うことである。 

2),再掘削工については、作業土工とし、原則として変更設計の対象としない。 

3),再掘削工には、舗装版破砕工、殻運搬処理(処分費含む)、床掘、土砂等運搬（仮置等）、埋戻し、舗装復旧工、軽量鋼矢板建込・撤去工(φ400 以上)等を含

んでいる。 
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3-1-4,マンホール鉄蓋の高さ調整 

マンホール鉄蓋の高さ調整は、高さ調整部材及び高流動性無収縮早強モルタルを用いて施工することとし、請負人は以下の規定によること。 

1), 高さ調整には日本下水道協会規格「JSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホールふた)参考資料」に記載の材料を使用すること。また、高さ調整部材には保護部材

を設置すること。 

2), 高流動性無収縮早強モルタルの物理的性質及び圧縮強度の確認のため、製品性能証明書等を監督員に提出すること。 

無収縮流動性モルタルの物性の目安 

 

 

 

 

 

注．圧縮強度は温度 20℃、養生時間 1.5 時間での規格値 

3), 高さ調整部材が設置されていることが確認出来る写真を施工箇所全て撮影し、監督員に提出すること。 

項     目 目  標  値 

Ｊ14ロート流化時間（秒） 6±2 

圧縮強度（N/mm2） 9.8 以上 

収縮・膨張性 収縮しないこと 

呼び径
(mm)

再掘削延長
(mm)

配管露出延長
(mm)

PEφ50～PEφ75 1150 500

φ75～φ250 1300 550

φ300～φ400 1350 550

φ500～φ600 1550 750

φ700～φ1000 1600 750

再掘削工参考図 
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4), 鉄蓋取付けについて、マンホール上部壁にあと施工アンカーを施工する場合は、製品性能証明書を監督員に提出すること。なお、アンカーは 3 箇所とし、

引抜強度は 3本で 106kN 以上とすること。また、施工においては、マンホール上部壁に損傷を与えない製品を使用すること。 

 

第２節，管工 

3-2-1,一般 

1),鋳鉄管の接合に従事する配管工は、㈳日本水道協会の配水管技能者名簿登録者（耐震登録）、またはこれと同等以上（日本ダクタイル鉄管協会実施の配管講

習会等）として本市が認める者とし、着手に先立ち顔写真入り経歴書を本市に提出し、承諾を得ること。 

2),水道配水用ポリエチレン管の接合に従事する配管工は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催の水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会（旧

水道用ポリエチレンパイプシステム研究会及び配水用ポリエチレン管協会主催の講習会含む）を修了した者、又は各メーカーが主催する水道配水用ポリエチ

レン管施工講習会を修了した者として本市が認めるものとし、着手に先立ち受講証の写しを本市に提出し、承諾を得ること。 

3),本市が認めた配管工以外の者による管の接合は禁止する。また、施工中、監督員が不適当と認め、本市が交代を指示したときは、請負人は直ちにこれに従う

こと。 

4),配管工の配置は、監督員と協議のうえ決定するものとするが、少なくとも各工区に 1名以上配置すること。 

5),管の撤去作業は、撤去する管の周囲を掘削した後、他の地下埋設物の有無を調査して、これらに被害を与えないことを確認してから開始すること。 

6),廃材(撤去管、切菅等の残材)等については、工事毎に全て請負人が責任をもって処分すること。また、処分伝票を監督員に提示すること。 

 なお、スクラップ処分に伴う現場発生品運搬費、スクラップ処分費は、原則変更設計の対象としない。 

3-2-2,管布設工 

1),請負人は布設工事に先立ち、試掘等の結果に基づき配管施工詳細図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。又、施工時に地下埋設物等の状況により

配管を変更する必要が生じた場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。なお、緊急時等やむを得ない事情により事前に承諾を得ることが出来ない場

合、写真等で状況を確認出来るようにすることとし、速やかに監督員の承諾を得なければならない。 

2),配管施工承諾図を基に、配管（計画）管割図・使用材料（計画）集計表を作成し、監督員に提出すること。なお、他の工事で発生した切管の残管は使用して

はならない。 

3),管据付けに際して、既設の地下埋設物と交差又は平行する場合、口径の大きい方の管に着目し、その管径が 300mm 以下の場合には 30cm 以上の離隔を、400mm

以上の場合には、その管径以上の離隔を保って布設しなければならない。所定の離隔を保持できないときは、監督員及び当該埋設物管理者と協議すること。 

4),管布設に先立ち、掘削断面、高低差等を確認し、配管については、基本的に低所より高所に向かって行うこと。 

5),管の移動及び吊下げに際しては、管を損傷させないように丁寧に取扱うこと。 

6),管の据付けに際しては、中心線及び深度並びに内部清掃状態を確認し、床均しを確認のうえ施工するものとする。 

7),管の据付け時及び当日の布設完了時には、管内に土砂、水等が流入しないよう、キャップその他の適切な方法で防護を施すこと。 

8),管据付け完了後は、管体の損傷の有無を点検し、異状があれば監督員に報告すること。 
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9),鋳鉄管の切断時には、それぞれ専用の切断機を用いるものとし、管内面のモルタルライニングまたは粉体塗装が損傷しないよう、十分注意すること。また、

現場記録写真用巻尺等を用いた切管寸法及び切断面の塗料（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料(JWWA K139)）の塗布状況が判る写真を撮影し、本市が

その提出を指示した場合は速やかに提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。 

10),鋳鉄管に使用するポリエチレンスリーブによる防食対策は、JWWA K 158：2005（水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ・粉体塗装等）に基づいて

スリーブを損傷しないように施工すること。 

11),管路末端に取り付けている栓を取り外す場合、栓に取り付けてある空気抜き用ボルトをゆるめ、管内の空気を抜き、管内の圧力が下がったことを確認した後、

栓を取り外すこと。この作業中作業員は、栓の前に立たないようにすること。 

12),仕切弁鉄蓋の据付については、第４章 標準図（4-3-2）によること。また仕切弁据付（基礎）ブロックの製作については、第４章 標準図（4-3-3）「仕切弁

据付（基礎）ブロック製作図」によること。なお、仕切弁鉄蓋の蓋面の矢印は、監督員の指示による。 

13),空気弁室、消火栓室の据付は、第４章 標準図（4-3-1）によること。 

14),弁栓室及びピットは、基礎地盤を十分突固めて平らにならした後、仕上がり面が路面に合うよう据付けるものとし、原則として、図面寸法に仕上げなければ

ならない。また、鉄蓋の周囲は、沈下のないよう十分突固め、不陸のないよう仕上げなければならない。 

15),既設管が水圧のかかった状態である場合において、既設管との連絡箇所及び近接する既設管の周囲を掘削し露出させる場合は、不平均力の掛かる曲管部、Ｔ

字管部、仕切弁又は栓を設置した管の末端部等のみならず、抜け出しのおそれのある直管部についても事前に監督員と協議し、管の抜け出し等の防護措置を

実施した後、施工すること。 

16),既設管の連絡にあたっては、切断作業着手前に付近の消火栓、仕切弁等を十分調査し、切断しようとする管が連絡すべき水道管であることを確認すること。

また、ガス管等他地下埋設物との識別が困難な場合には、必ず該当地下埋設物管理者及び監督員と立会のうえ、確認施工すること。 

17),既設管との連絡に先立ち、管内を十分清掃し、作業用器具の置忘れがないことを確認し、連絡工事の施工に際しては、指示された時間内に工事を完了させる

とともに、断水時間を最小限にとどめるように努めること。このため、工事着手前には、監督員と協議のうえ十分な作業員数を確保しておくとともに、使用

する機械器具、材料等については入念に整備点検しておくこと。 

18),既設管の断水及び通水のための仕切弁、消火栓等の操作は本市が行う。 

3-2-3,鋳鉄管継手 

1),鋳鉄管継手の接合は、日本ダクタイル鉄管協会の接合要領書によること。 

2),最終締付トルクは、第５節，出来形管理(表 1-1) 、胴付間隔は、出来形管理（表 1-2）のとおりとする。 

3-2-4,耐震管の挿口及びＧＸ形継ぎ輪について 

  1), 耐震管における切用管の挿口については、挿口加工を原則とし、「切管用挿口リング」にて接合すること。なお、既設耐震管でφ400 直管(2・3種管)部に挿

口リングを使用する場合は、「切管用挿口リング(継ぎ輪接合用)」を使用すること。  

2),ＧＸ形管継ぎ輪部の施工について、一体化の範囲内に継ぎ輪が入る場合は、「ＧＸ形継ぎ輪用特殊押輪」を使用し接合すること。 

3),挿口加工が施工できない箇所等については、監督員と協議すること。 
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3-2-5,ＧＸ形管における仕切弁について 

  ＧＸ形管における水道用ソフトシール仕切弁については、原則フランジ形を使用し、短管にて接合すること。 

3-2-6,配水用ポリエチレン管の施工  

       1),管の切断については、パイプカッター・ハイパーソー等を使用し、標線に沿って段切れや斜め切れがないように施工すること。高速砥石タイプの切断工具（エ

ンジンカッター・サンダー等）の使用は認めない。管の斜め切断の許容限度は、呼び径に関係なく 5㎜以内とする。また、現場記録写真用巻尺等を用い切管

寸法が判る写真を作成し、本市が提出を指示した場合、速やかに提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。 

    2),施工上の一般的な取扱い及び接合方法等については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会発行の「水道配水用ポリエチレン管及び管継手 施工マニュア

ル」による。また、接合方式については、融着接合（以下「EF接合」という。）を標準とするが、現場状況（地下水位等）により EF接合が困難な場合には、

監督員と協議の上、メカニカル接合とし、設計変更の対象とする。 

    3),埋設部については、埋設後の管路探査を可能にするため、導電性カーボンゴム等により被覆された水道専用のロケーティングワイヤー(φ4.4mm)を使用する

こと。ロケーティングワイヤーの施工については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会発行の「水道配水用ポリエチレン管及び管継手 維持マニュアル」

によること。    

4),水道配水管用ポリエチレン管に使用する浸透溶剤防止ポリエチレンスリーブによる防食対策は、PTC K 20：2014（水道配水用ポリエチレン管用浸透溶剤防止

スリーブ）によるものとし、施工については鋳鉄管用ポリエチレンスリーブに準じて施工すること。ただし、EF継手部のターミナルピンについては、ポリエ

チレンスリーブの損傷の原因となるため、融着完了後ニッパ等の工具で切断すること。 

3-2-7,電送管の施工  

1),電送管は、耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管、及びポリエチレンライニング鋼管または波付硬質ポリエチレン管とし、管種その他は設計図書によるものとする。 

2),電送管内には、ケーブル挿入用にビニール被覆鉄線（＃10）またはポリプロピレンロープ（10㎜）を入れておくものとする。鉄線等の接続はピット内で行っ

たうえ、管のジョイント部等にひっかからないようビニールテープ等で保護しておかなければならない。 

なお、ピット内及び鉄線端部は十分余裕長をとって、ピット内に巻きこんでおくものとする。 

3),電送管の接合部は、管の外面及びカップリングの内面を十分に清掃した後、接合部の離脱及び接合部から地下水の侵入が生じないよう、完全に水密性を確保

するため、丁寧に接合しなければならない。 

また、ピット内の管端部は、必ずブッシング仕上げとしなければならない。 

なお、波付硬質ポリエチレン管の接合及び管端部には、それぞれ専用の材料を使用するものとする。 

ピット間の配管は、その間隔にかかわりなく、垂直、水平方向とも屈曲部は極力ゆるやかにし、やむを得ない場合でも、第４章 標準図（4-1-4）電送ピット

間配管要領図に示す範囲を限度とすること。 

4),電送管の曲がり部にベンド管を使用する場合でも、ノーマルベンド管を使用し、水道管用エルボは使用してはならない。また、波付硬質ポリエチレン管の曲

がり部は、垂直、水平とも極力屈曲部を避けることとし、必要な場合でもノーマルベンド管以上の曲率半径とする。 

5),耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管の接合に当たっては、接合部に接着剤をむらなく塗布し、規定の長さまで挿入して、接着剤が乾燥して接着が完全に終了する
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までの間は、動かしたり、外力を加えたりしないで、静置しておかなければならない。 

6),ポリエチレンライニング鋼管の接続ねじ切箇所及びライニング破損箇所は、専用の補修液による補修塗装を行うこと。 

7),電送管の布設及び布設後の埋め戻しに際しては、電送管を破損させないよう、十分注意して施工しなければならない。 

3-2-8,管識別テープ及び破損防止テープ 

1),水道管及び電送管の布設年次を明示するため「水道管識別テープ」「電送管識別テープ」を、また他企業による破損を防止するため「水道管破損防止テープ」

「揚水管破損防止テープ」「給水管破損防止テープ」「電送管破損防止テープ」を設置すること。 

  なお、管識別テープ及び破損防止テープの設置については、第４章 標準図（4-1-3）によること。 

3-2-9,水圧試験 

管工事施工後に本市指定の様式（別紙様式－14～15 参照）の「水圧試験チェックシート」に従って監督員立会いのもと水圧試験を行い、写真及び位置図を添

付の上、監督員がその提出を指示した場合速やかにこれを提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。なお、試験範囲、試験回数及び充水方法につ

いては事前に監督員と協議し、水圧試験に必要な配管等の材料、試験器具類は請負人にて用意すること。ただし、水については本市から支給する。 

1),一般 

・試験時期については、給水付替、舗装本復旧前等に実施すること。 

・試験水圧は 0.75MPa とする。ただし、0.75MPa まで加圧が出来ない場合は、別途監督員と協議すること。 

・水圧試験で不具合が確認された場合、または合格基準を満たさなかった場合は、別途監督員と協議の上、請負人にて必要な対策を講じた後、後日再度試験

を行うこと。 

・現地状況等により、水圧試験が不可能となる場合は、別途変更設計の対象とする。 

2),試験方法 

  【鋳鉄管】 

試験にあたっては、管路に充水した日より翌朝以降に水圧試験を実施するものとする。ただし、翌朝または当日中に供用を開始するなど工程上やむを得

ず翌朝の試験が不可能な場合は、事前に別途監督員と協議すること。 

① 試験前の管内水圧を確認する。 

② 試験水圧まで加圧し、加圧後５分間以上放置する。水圧が低下しなければ合格とする。 

  【配水用ポリエチレン管】 

配水用ポリエチレン管の水圧試験方法については、次図による。 
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第３節，仮配水管及び給水管付替、割丁字管、不断水式管路遮断弁 

3-3-1,一般 

  作業に必要な掘削、埋め戻しその他の土工事は、請負人にて施工しなければならない。 

  また、割丁字管及び不断水式管路遮断弁において必要な防護についても、請負人にて施すこと。 

3-3-2, 仮配水管及び給水管付替 

  仮配水管及び給水管付替の施工については、第５章，仮配水管及び給水管付替のとおりとする。 

3-3-3, 割丁字管 

  割丁字管の施工については、第６章，割丁字管のとおりとする。 

3-3-4, 不断水式管路遮断弁 

  不断水式管路遮断弁の施工については、第７章，不断水式管路遮断弁のとおりとする。 

 

第４節，舗装復旧工事 

3-4-1,一般 

1),舗装復旧工は、工事必携 第 10 編 2-10-3 道路復旧工を適用すること。 

2),舗装復旧については、「神戸市バリアフリー道路整備マニュアル」等に基づき施工すること。また、施工に先立ち建設局との立会結果を基に舗装復旧計画図

を作成し、監督員に提出すること。マニュアルは以下を参照すること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59714/shise/kekaku/universal/road/bf/index.html 

3),舗装復旧工は、設計図面によるが、設計図面に記載されていない舗装復旧工種については、第４章「舗装復旧工種及び復旧構造」によること。 

 

第５節，出来形管理 

3-5-1,管据付 

1),延長については、切管のみ実測（ｃｍ単位）し、工事日報をもって出来高管理表とし、当日の工事日報を翌日監督員に提出すること。工事日報の様式につい

ては監督員の指示によるものとする。 

2),布設位置、深さ及び掘削幅については、指定の様式（別紙様式－１参照）に従って出来形管理表を作成し、写真及び位置図を添付のうえ、工事完成検査、部

分払いに伴う検査及び監督員がその提出を指示した場合速やかに提出しなければならない。 

3-5-2,管継手 

1),出来形管理は、本市指定の様式（別紙様式－２～６参照）の「継手チェックシート」に従って全ての継手箇所について作成し、写真及び位置図（出来高配管

詳細図）を添付の上、監督員がその提出を指示した場合速やかにこれを提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。写真については、原則、10

箇所に１箇所、又は施工単位毎に１箇所とする。なお、写真は測定値の全てを黒板等に記入し、測定値ができるだけ判読できるよう撮影すること。別途必要
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のある場合は監督員の指示による。   

            

表 1-1 最終締付トルク     

A・K・SⅡ・NS・S・KF 形  離脱防止形・押ボルト 

ボルト寸法 呼び径 締付トルク(N・m)   呼び径 締付トルク(N・m) 

M16 75 60  T 形 75～250 120 

M20 100～600 100  A・K形 75 以上 130 

M24 700～800 140  NS 形 75～1000 100 

M30 900 200  GX 形 75～400 100 

       

    離脱防止形・止めボルト 

     呼び径 締付トルク(N・m) 

    T 形 75～250 50 

 

フランジ形 

ボルト寸法 呼び径 RF 締付トルク(N・m) GF 締付トルク(N・m) 

M16 75～200 60 60 以上 

M20 250～300 90 〃 

M22 350～400 120 〃 

M24 450～600 180 〃 

M30 700 以上 330 〃 

 

（注１）使用する製品の仕様等で締付トルク値を確認したうえで、締付トルクを管理すること。 

（注２）GF形フランジ(ガスケット GF 形 1号)については、フランジ面間に 1.0mm 厚のすきまゲージは入ってはならない。 

 

表 1-2 胴付間隔 

呼び径(mm) 
最大胴付間隔(mm) 標準胴付間隔(mm) 

T 形 A 形 K 形 U 形 SⅡ形 S 形 NS 形 GX 形 

75 16 19 20 － 45 － 45 45 

100 17 〃 〃 － 〃 － 〃 〃 

150 18 〃 〃 － 60 － 60 60 

200 16 〃 〃 － 〃 － 〃 〃 

250 － 〃 〃 － 〃 － 〃 〃 

300 － 〃 32 － 75 － 69 72 
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350 － 32 〃 － 〃 － 70 － 

400 － － 〃 － 〃 － 71 75 

450 － － 〃 － 〃 － 73 － 

500 － － 〃 － － 75 75 － 

600 － － 〃 － － 〃 〃 － 

700 － － 〃 105 － 〃 〃 － 

800 － － 〃 〃 － 〃 〃 － 

900 － － 〃 〃 － 〃 〃 － 

（注）1,SⅡ・NS・GX 形継手の胴付間隔の許容量は±5mm とする。 

            2,SⅡ・NS・GX 形継手の胴付間隔を現地の状況に応じて監督員と協議して決める場合には、上表によらなくてよい。 

            3,SⅡ・NS・GX 形継手の固定部及び異形管継手は除く。 

3-5-3,仮配水管及び給水管付替 

出来形管理は、本市指定の様式（別紙様式－７～１０参照）の「工事施工段階確認チェックシート」に従って行い、写真及び位置図を添付の上、監督員がその

提出を指示した場合速やかにこれを提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。なお、仮配水管据付撤去の出来形管理については、原則、口径別

に 30～100ｍ又は施工単位毎に１箇所、及び給水管付替作業のそれについては、全ての付替箇所で行うものとする。 

   3-5-4,配水用ポリエチレン管接合（EF 接合） 

出来形管理は、本市指定の様式（別紙様式－13 参照）の「EF 接合チェックシート」に従って全ての接合箇所について作成し、写真、融着履歴データの出力帳票、

及び位置図（出来高配管詳細図）を添付の上、監督員がその提出を指示した場合、速やかにこれを提出すると共に、工事完了後に提出しなければならない。    

尚、融着履歴データの累積融着番号と接合番号を対比できるように整理すること。また、写真については下記の項目について、原則 10 箇所に 1箇所及び鋳鉄管

との連絡配管部で１箇所とする。 

① 融着面の清掃状況 

② 管への切削標線及び波線の記入状況 

③ 融着面の切削完了後 

④ 管と継手の挿入及びクランプの固定状況 

⑤ 融着準備状況及びバーコードの読み取り状況 

⑥ インジケータの隆起の確認 

⑦ 融着終了時刻、冷却終了時刻の確認 

3-5-5,割丁字管及び不断水式管路遮断弁 

出来形管理は、穿孔業者が指定する作業報告書とし、全箇所について写真及び位置図を添付の上、監督員がその提出を指示した場合速やかにこれを提出すると共

に、工事完了後に提出しなければならない。 
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第４章，標準図 

第１節，土工 

4-1-1, 管路土工の標準掘削断面図 

  

1,標準掘削断面（φ300以下） 

 

管径(mm) 

直部 継手部 

B(m) 

H(m) D(m) L(m) 新設部 取替 

撤去 GX 形 その他 

50 － 0.60 0.60 0.60 － － 

75 0.60 〃 0.80 0.80 0.30 0.50 

100 〃 0.65 〃 〃 〃 〃 

150 〃 0.70 〃 〃 〃 〃 

200 〃 0.75 〃 〃 〃 〃 

300 0.70 0.85 〃 0.90 〃 〃 

 

2,標準掘削断面（矢板施工時） 

 

管径(mm) 

直部 継手部 

B(m) 

H(m) D(m) L(m) 新設部 取替 

撤去 GX 部 その他 

200 以下 0.90 0.90 0.80 0.30 0.50 

300 0.90 0.90 〃 〃 

400 1.00 1.30 0.60 0.80 

500 1.10 1.50 〃 〃 

600 1.20 〃 〃 〃 

700 1.50 〃 〃 〃 

800 1.60 〃 〃 〃 

900 1.90 〃 〃 〃 

（注）1,但し、H寸法については標準土被り 

                          2,舗装路盤最下面から管天端までの離隔を 30cm 以上確保すること 

  

 

Ｈ
 

Ｄ
 
管

径
 

Ｂ 

継手掘
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 4-1-2,管端閉塞の標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4-1-3,管識別テープ及び破損防止テープの標準図 

1),管識別テープ 

 

                              ※ 4m～5m の管については、管の両端から 15～20cm ならびにテープの間隔が 2m 以上にならないよう

に胴巻テープを巻くこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口径(mm) A(mm) 

75 475 

100 500 

150 550 

200 600 

250 650 

300 700 

400 800 

500 900 

600 1000 

700 1100 

800 1200 

900 1300 

1000 1400 

 φ400 以下   φ500以上  

Ａ 

200  200 

2
00

 
  

 
20

0 

Ａ
 

 コンクリート 

 σck=18N/mm2 

ベニヤ板 t=12 ㎜ 

φ40～50 

 500 

 200 

2
00

 
2
00

ＧＬ 

ベニヤ板 t=12 ㎜ 

2
00

2
00

 

ＧＬ 

ベニヤ板 t=12 ㎜ 

φ40～50 
 600 

 300 

Ａ
 

 
20

0
 

2
0
0 

ベニヤ板 t=12 ㎜   コンクリート 

σck=18N/mm2 

200 

Ａ 

200 

水道管 
４ｍ以下   ３ヵ所 

５ｍ～６ｍ ４ヵ所 

直    管 

天端テープ 胴巻テープ（１回巻） 

 電送管 

天端テープ 

胴巻テープ（２ｍに１ヵ所）
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     2),破損防止テープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管口径・舗装号工別の破損防止テープ標準図 

口径 舗装号工 標準土被り 標準図 

φ200 以下 

1 号 80cm ② 

2 号 90cm ② 

特 2号 100cm ② 

3 号 80cm ① 

特 3号 80cm ① 

4 号 80cm ① 

5 号 80cm ① 

6 号 80cm ② 

7 号～ 80cm ① 

φ300 

特 2号 100cm ② 

2 号 90cm ② 

その他 90cm ① 

φ400  130cm ① 

φ500 以上  150cm ③ 

③φ500以上 ②φ400 以下 
（管天から路床天までの厚さが 40 ㎝未満） 

 電送管 

電送管 

破損防止テープ 

破損防止テープ 

30cm 以下 

 

30cm 以下 

路床天 

①φ400 以下 
（管天から路床天までの厚さが 40 ㎝以上） 

 電送管 

電送管 

破損防止テープ 

   （２段１列） 

破損防止テープ 

  （２段１列） 

舗装厚 

路床天 

電送管 

破損防止テープ 

   （１段１列） 

破損防止テープ 

 （１段１列） 

電送管 

30cm 以下 

舗装厚 

路床天 

4
0c
m
以

上
 

4
0
c
m
未

満
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 4-1-4,電送ピット間配管要領図 

 

（１）一般の場合 

 

 

 

 

 

 

（２）上記の配管ができない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電送管

ＦＥＰ ······· 125m以下
その他の管 ···  80m以下

１m以下 ピット ピット

 

電送管 

ピット ピット

0.5m 以下

ノーマルベンド
ＦＥＰ ·······  70m以下
その他の管 ···  50m以下

R5.10版
15



 

 

 

第２節，仮配水管・給水管付替 

4-2-1,仮配水管の土工事及び標準掘削断面 

仮配水管布設時の埋戻しは購入土を用い、車道部は粒調砕石、歩道

部は再生砕石で行うものとする。 

 

 

 

 

 

4-2-2,給水管付替の標準掘削断面 

   

       

 

地    域 ｈ(m) Ｈ(m) Ｂ(m) Ｃ(m) 

市 街 地 0.30 0.33 0.40 0.30 

北    区 0.40 0.43 0.45 0.30 

六 甲 山 0.60 0.63 0.50 0.30 

 

Ｂ 

Ｃ 

ｈ
 

Ｈ
 

宅地内掘削標準図 

標準掘削断面 

100mm 以下 

4
0
0 

400 

仮配水管 
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給水管付替及び 2度掘り標準掘削断面 

給水管 

破損防止 

  テープ 

 凡例  

２度掘部 

 平面図  

6
0
0 

1
,
0
00

 

(配水管) 

600 
Ｂ 

Ａ Ｂ 

6
0
0 (給水管) 

1,000 

Ａ 

 Ａ－Ａ  

給水管 

6
0
0
～

9
0
0 

3
0
0
以

下
 

600 

 

 Ｂ－Ｂ  

6
0
0
 

600 

(配水管) 

 断面図  

8
0
0
～

9
0
0 

(給水管) 

6
0
0
～

9
00
 

給水管 
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第３節，弁栓室築造 

4-3-1, 丸形空気弁室、丸形消火栓室、丸形緊急栓室の標準図 

              

          

【φ400～φ900】 

【φ75～φ300】 
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4-3-2, 仕切弁鉄蓋の据付標準図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口  径 50～300mm 仕切弁 
材  料 
 仕切弁据付ブロック１組（φ250 用） 
 ヒューム管  φ250mm（JIS A 5372） 
 仕切弁鉄蓋  φ250mm（改良１号） 
 
口  径 350～500mm 仕切弁 
材  料 
 仕切弁据付ブロック１組（φ350 用） 
 ヒューム管  φ350mm（JIS A 5372） 
 仕切弁鉄蓋  φ350mm（改良２号） 

口  径 50～300mm 仕切弁 

材  料 

 仕切弁基礎ブロック１組（φ250 用） 

 Ｖ Ｐ 管  φ200mm（JIS K 6741） 

 仕切弁鉄蓋  φ250mm（改良１号） 

9
0 

2
00

 

3
0 

1
00

 

ＶＰ管 

仕切弁基礎ブロック 

（浅埋用）

敷モルタル(1:3) 

粒調砕石 

490 50 50 
（Ａ型）浅埋タイプ

鉄  蓋 

（歩道上は再生砕石（0～30））

2
00

 
7
0 

鉄  蓋 

ヒューム管 

仕切弁据付ブロック 

（Ｂ型） 
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4-3-3, 仕切弁据付（基礎）ブロックの標準図 

1),仕切弁据付ブロック製作図（B型） 

 

◎寸法許容差 

寸法許容差は±３mmとする。 

◎ブロックの表示 

(1)  製造業者名またはその略号 

(2)  製造工場名またはその略号 

(3)  成型年月 

◎コンクリートの設計基準圧縮強度 

σck＝30Ｎ/mm2 

 

寸法表 

単位(mm) 

名称 a b c d e f g h1 h2 i j k l 
1 組 

(kg) 

仕切弁据付ブロック（φ250 用） 240 250 320 330 390 400 540 70 100 155 550 50 30 31 

仕切弁据付ブロック（φ350 用） 340 350 420 430 490 500 640 70 100 155 650 50 30 39 

 

     2),仕切弁基礎ブロック 250 製作図（A型） 

 

◎寸法許容差 

寸法許容差は±３mmとする。 

◎ブロックの表示 

(1)  製造業者名またはその略号 

(2)  製造工場名またはその略号 

(3)  成型年月 

◎コンクリートの設計基準圧縮強度 

σck＝30Ｎ/mm2 

参考重量 33.5kg 

120 120 φ250 

φ490 

100 

6
0 

1
20

 
6
0 

1
20

 
φ

25
0 

φ
49

0 
90 30 

25 

4
0 

4
0 

4
0 

4
0 

取っ手（φ9） 

  

g
 

f
 

e
 

d
 

c
 

b
 a
 

j
 

i 

h2 

h1 

k 

10 
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     3),仕切弁据付ブロック配筋図（B型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋表 

単位(mm)    

名称 
鉄筋① 鉄筋② 鉄筋③ 鉄筋④ 

呼び径 数量 半径 切断長 呼び径 数量 半径 切断長 呼び径 数量 切断長 呼び径 数量 切断長 

φ250 用 φ6 1 180 530 φ6 1 250 720 φ6 6 125 D13 5 125 

φ350 用 φ6 1 230 670 φ6 1 300 860 φ6 5 125 D13 4 125 

※ 使用する鉄筋は、JIS G 3532 普通鉄線及び JIS G 3112 異形棒鋼 SD295A とする。 

 

 

 

 

φ３５０用 

鉄筋かぶり 
20 ㎜ 

② 

③ 

④ 

20° 

 20°
 20°

20°

10° 

① 

φ２５０用 

鉄筋かぶり 
20 ㎜ 

 16° 

 16°
 16°
 16°

16°

10° 

① 

② 

③ 

④ 
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     4),仕切弁基礎ブロック 250 配筋図（A型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋表 

 単位(mm)    

名称 
鉄筋① 鉄筋② 鉄筋③ 鉄筋④ 鉄筋④ 

呼び径 数量 半径 切断長 呼び径 数量 半径 切断長 呼び径 数量 切断長 呼び径 数量 切断長 呼び径 数量 切断長 

φ250 用 D10 1 215 1350 D10 1 155 973 φ6 8 80 φ9 2 320 φ9 2 160 

※ 使用する鉄筋は、JIS G 3532 普通鉄線及び JIS G 3112 異形棒鋼 SD295A とする。 

 

④ 

① 

② 

⑤ 

③ 

20 

25 

3
0 

30
 

3
0 

3
0 

R5.10版
22



適　用　基　準

歩車道区分 在来舗装の種類

車　道

アスファルト・

セメントコンクリート
舗装

第４節，舗装復旧工種及び復旧構造

1，上層路盤工の振動ローラ及びタンパによる締固めは、１層の仕上げ厚１０㎝以下とする。

2，市道復旧工種及び復旧構造。

（市道）

呼称及び復旧工種 復　　　　　　　　　旧　　　　　　　　　構　　　　　　　　　造

１　　　　号　　　　工

2　　　　号　　　　工

 2   -   2 　　号　　工

アスファルト・セメント

コンクリート舗装

４８㎝

影響部分 掘さく部分

5

車　道

車　道

アスファルト舗装

排水性舗装

5

5 　表層工　再生密粒度アスコン

23　基層工　セメントコンクリート
（曲げ強度4.5N/㎜2）

20　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×
2層仕上

5 　表層工　再生密粒度アスコン

10　基層工　再生粗粒度アスコン

（５㎝×2層仕上）

45　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×4
５㎝×1
層仕上60㎝

アスファルト舗装

排水性アスファルト

60㎝

5

5 　表層工　排水性アスコン（開粒度アスコン）

10　基層工　再生粗粒度アスコン

（５㎝×2層仕上）

45　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×4
５㎝×1
層仕上

導水パイプ
φ20程度舗　装

排水性アスコン　B=30　ｔ=5

R5.10版
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（市道）

特　　 2  　　号　　　工

車　道

車　道

アスファルト舗装

アスファルト舗装

5

5

5 　表層工　再生密粒度アスコン　最大粒径

15　基層工　再生粗粒度アスコン

（５㎝×3層仕上）

（20）  3000≦T

（13） T＜1000

10㎝×4
５㎝×1
層仕上

5　表層工　再生密粒度アスコン　最大粒径　（13）T＜250
5　基層工　再生粗粒度アスコン

45　路盤工　粒度調整砕石

20　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×
2層仕上

アスファルト舗装

アスファルト舗装

3　　　　号　　　　工

65㎝

30㎝

特　 2 - 1  　号　　工

車　道
5

15　基層工　再生粗粒度アスコン

（５㎝×3層仕上）

10㎝×4
５㎝×1
層仕上

45　路盤工　粒度調整砕石

65㎝

導水パイプ
φ20程度

排水性アスファルト

舗　装

5 　表層工　排水性アスコン（開粒度アスコン）

排水性舗装

アスファルト舗装

特　　3　　　号　　　工

35㎝

5

5　表層工　再生密粒度アスコン　最大粒径　（13）T＜250

10　基層工　再生粗粒度アスコン

20　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×
2層仕上

（５㎝×2層仕上）
車　道 アスファルト舗装

特　　3 - 1　　号　　工

35㎝

排水性アスファルト

舗　装 5

10　基層工　再生粗粒度アスコン

20　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×導水パイプ
φ20程度

排水性アスコン　B=30　ｔ=5

排水性アスコン　B=30　ｔ=5

（５㎝×2層仕上）

2層仕上

5 　表層工　排水性アスコン（開粒度アスコン）

車　道 排水性舗装
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（市道）

　4  　 　　号　　　　工

車　道

車　道

アスファルト舗装

セメントコンクリート舗装

5

5

5 　表層工　再生密粒度アスコン　最大粒径　（13） T＜1000

25　表層工　セメントコンクリート

20　路盤工　粒度調整砕石アスファルト舗装

25㎝

　歩車道5

5㎝

5 　表層工　再生細粒度アスコン 歩車道各種舗装

5 車　道 セメントコンクリート舗装

14㎝

歩道平板ブロック舗装  2　据付モルタル(1:3) ：目地モルタル(1:2)

6　基礎工　コンクリート（18N/㎜ －8－20）

6 　表層工　コンクリート平板ブロック

歩　道

歩道コンクリート

10㎝×
2層仕上

5　　　　号　　　　工

アスファルト舗装

6　　　　号　　　　工

（曲げ強度4.5N/㎜ ）

20　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×
2層仕上

セメントコンクリート

舗　　装

45㎝

7　　　　号　　　　工

セメントコンクリート

舗　　装

30㎝

１5　表層工　セメントコンクリート

（曲げ強度4.5N/㎜ ）

15　路盤工　粒度調整砕石

10㎝×1
５㎝×1
層仕上

8　　　　号　　　　工

平板舗装
2

2

2

点字平板
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（市道）

19㎝

歩道平板ブロック舗装 　3　敷　　　砂

6　表層工　コンクリート平板ブロック

歩　道
歩道コンクリート

平板舗装（非透水性）5

 8   -   1 　　号　　工

10　路盤工　再生砕石

24㎝

歩道透水性
　3　敷　　　砂

6　表層工　コンクリート平板ブロック

歩　道
歩道コンクリート

平板舗装（透水性）5

 8   -   2 　　号　　工

　5　フィルター層（砂）

平板ブロック舗装

5

22㎝

9　　　　号　　　　工

歩道タイル舗装
 2　据付モルタル(1:3) ：目地モルタル(1:2)
7　基礎工　コンクリート（18N/㎜ －8－20）

3　表層工　タイル

10　路盤工　再生砕石

10　路盤工　再生砕石
歩　道 歩道タイル舗装

24㎝

歩道透水性
　3　敷　　　砂

6  表層工　インターロッキンッグブロック
歩　道

歩道インターロッキング

ブロック舗装

 9   -   1 　　号　　工

　5　フィルター層(砂）

インターロッキング舗装
10　路盤工　再生砕石

透水性シート

透水性シート

5

　3　敷　　　砂
5

10　路盤工　再生砕石

6  表層工　インターロッキンッグブロック

歩　道
歩道インターロッキング

ブロック舗装

１９㎝

歩道インターロッキング

 9   -   2　　号　　工

舗装

14㎝

10 　　　　号　　　　工

歩道アスファルト舗装 5
4  表層工　再生細粒度アスファルト（歩道用）

10　路盤工　再生砕石 歩　道 アスファルト舗装

2
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（市道）

19㎝

透　 水　 性　 歩　 道 5
4  表層工　透水性アスファルト（開粒度アスファルト）

10　路盤工　再生砕石 歩　道
アスファルト舗装

10   -   1 　　号　　工

　5　フィルター層（砂）

透水性歩道

 9　再生砕石等

9㎝

11　　　　号　　　　工

　砂　　　　利　　　　道
車　道 砂　　　　利　　　　道

50㎝

植　　　　栽　　　　帯

11   -   1 　　号　　工

50　植栽帯　真砂土
歩　道 植　　　　栽　　　　帯

30㎝

12　　　　号　　　　工

路　　床　　補　　強

30　再生砕石

 ※　別途工種にて施工

歩　車　道

50 5

20　セメントコンクリート(18N/㎜ －8－20）

10　基礎工　再生砕石

縁石ブロック

街　　渠 街　　　　渠  　　　工

13　　　　号　　　　工

街　　　　渠　　　　　工　　

ア ス フ ァ ル ト 舗 装

2
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（市道）

3㎝

カラーアスファルト舗装 3  表層工　カラーアスコン（セラサンド） 車　道
（バスレーンカラー）

特 　舗 　A 　号 　工

ｶﾗｰアスファルト舗装

0.1～0.2　着色結合材　エポキシ樹脂RPN-301 車　道

2 ㎝

2　磨耗層　ニッケルスラグアスコン

1.5㎜

白　　　　　　　　　線

反  射  ビ ー ズ  入  り

1～2㎜

塗布式カラー舗装

特 　舗 　B 　号 　工

骨　　　　　材　着色硬質骨材

塗布式カラー舗装

（学校周辺カラー）

す べ り 止 め　舗 装

特 　舗 　C 　号 　工

す べ り 止 め　舗 装車　道

0.15　厚1.5㎜　幅15㎝　反射ビーズ入り溶融式 車　道

セメントコンクリート舗装

アスファルト舗装

及び
溶          融          式

R5.10版
28



国 道 復 旧 工 種 及 び復 旧 構 造  

（国道） 

呼称及び復旧工種 復          旧           構           造 
適    用    基    準 

歩車道区分 在来舗装の種類 

１ 号 工 － １ 

 

セ メ ン ト 

コンクリート舗装 

 

45cm 

 重車道 
セメント 

コンクリート舗装 

１ 号 工 － ２ 

 

ホワイトベース舗装 

 

 

48cm 

 重車道 ホワイトベース舗装 

１ 号 工 － ３ 

 

ア ス フ ァ ル ト 

コンクリート舗装 

 

（Ｄ交通） 

40cm 

 軽車道 
アスファルト 

コンクリート舗装 

１ 号 工 － ３ 

 

ア ス フ ァ ル ト 

コンクリート舗装 

 

（Ｃ交通） 

35cm 

 軽車道 
アスファルト 

コンクリート舗装 

 
表層工 溶接金網入 
基礎工 セメントコンクリート 
 
 

路盤工 粒調砕石又は水硬性 
 粒度調整鉄鋼スラグ 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

表層工 再生密粒度アスコン 
 
基層工 溶接金網入 
 セメントコンクリート 
 

路盤工 粒調砕石又は水硬性 
 粒度調整鉄鋼スラグ 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

表層工 再生密粒度アスコン 

基礎工 再生粗粒度アスコン 
 （5cm×２層仕上） 

 アスファルト安定処理 
 

路盤工 粒調砕石又は水硬性 
 粒度調整鉄鋼スラグ 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

 5 

10 

 
10 

15 

表層工 再生密粒度アスコン 

 再生粗粒度アスコン 
 

基礎工 アスファルト安定処理 
 

路盤工 粒調砕石又は水硬性 
 粒度調整鉄鋼スラグ 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

 5 

 5 

 
10 

15 

 5 
 
23 

20 

25 

20 

掘さく部分 影響部分 
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（国道） 

１ 号 工 － ４ 

 

ア ス フ ァ ル ト 

コンクリート舗装 

 

50cm 

 軽車道 
アスファルト 

コンクリート舗装 

 

２ 号 工 － １ 

 

歩 道 セ メ ン ト 

コンクリート舗装 

 

17cm 

 歩   道 
セメント 

コンクリート舗装 

 

２ 号 工 － ２ 

 

歩 道 平 板 

コンクリート舗装 

 

22cm 

 歩   道 
コンクリート 

ブロック舗装 

 

２ 号 工 － ３ 

 

アスファルト舗装 

 

 

30cm 

 歩   道 アスファルト舗装 

 

２ 号 工 － ４ 

 

アスファルト舗装 

 

 

14cm 

 歩   道 アスファルト舗装 

表層工 再生細粒度アスコン 
 （5cm×２層仕上） 
 
路盤工 粒調砕石 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

表層工 再生密粒度アスコン 

基層工 再生粗粒度アスコン 
 （5cm×３層仕上） 
 セメント安定処理 

路盤工 粒調砕石又は水硬性 
 粒度調整鉄鋼スラグ 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

 

表層工 セメントコンクリート 

路盤工 クラッシャーラン 

表層工 平板コンクリート 

 ブロック 

路盤工 粒調砕石 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

6 
1 
5 

 コンクリート 
     ブロック 

 モルタル 
 コンクリート 

12 
 

10 

 7 

10 

表層工 再生細粒度アスコン 
路盤工 クラッシャーラン 

10 
 
 
20 

 4 

10 

  5 

5～15 

15～20 

20 
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（国道） 

呼称及び復旧工種 復          旧           構           造 
適    用    基    準 

歩車道区分 在来舗装の種類 

 

特 ２ 号 工 － １ 

 

歩 道 セ メ ン ト 

コンクリート舗装 

 

40cm 

 歩   道 
セメント 

コンクリート舗装 

 

インターロッキング 

 

道 舗 装 

 

 

 

19cm 

 歩   道 
インターロッキング 

舗装 

    

    

インターロッキング 

砂 

路盤工 クラッシャーラン 

表層工 セメントコンクリート 
 
 
路盤工 粒調砕石 
 （φ25～0ｍ/ｍ） 

20 
 
 
20 

 6 

 3 

10 
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第５章，仮配水管及び給水管付替 

 

第１節，総  則 

5-1-1,請負人は、この章に基づき適正に、仮配水管の据付撤去・給水管付替作業を行うこと。 

5-1-2,請負人は、仮配水管及び給水管付替の施工にあたり、本仕様書、設計書、付替一般図、工事必携、神戸市水道局の給水装置工事施行基準（2020）（以下「施行

基準」という。） 及び 関係法令を遵守すること。なお、「施行基準」については、本市の水道局ホームページから参照及びダウンロードができる。

(https://www.city.kobe.lg.jp/a01479/business/annaitsuchi/gyousha/index.html) 

5-1-3,請負人は、設計図書等に明示なき事項であっても、作業の性質上当然必要なものは、監督員に報告し、その指示に従い、請負人の負担で施工すること。 

5-1-4,本作業は、神戸市指定給水装置工事事業者が行うこと。また、本作業を適正に行うための担当技術者を配置し、監督員に通知すること。なお、担当技術者は、

本工事の現場代理人と兼務することはできない。 

5-1-5,サドル分水栓の取付穿孔作業は、以下の条件のいずれかに該当する者に施工させること。なお、着手に先立ち顔写真入り経歴書を本市に提出し、承諾を得なけ

ればならない。 

        ・公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する「給水装置工事配管技能者講習会」の修了者。又は同財団が平成 24 年度から実施した「給水装置工事

配管技能検定会」の合格者。 

          ・「給水装置工事配管技能者認定証」の交付を受けた者。 

・本市が認める者。 

5-1-6,5-1-4 及び 5-1-5 に記載の者について、施工中、監督員が不適当と認め、本市が交代を指示したときは、請負人は直ちにこれに従わなければならない。 

5-1-7,請負人は、仮配水管及び給水管付替作業において監督員と連携をとり、地域住民の理解と協力を得られるように努力すること。なお、民地への立ち入り等につ

いては、十分注意し地域住民とのトラブルを起こさないように請負人の責任において対処すること。 

5-1-8,請負人は、本作業に先立ち、仮配水管・給水管付替の計画図を監督員に提出し、承諾を得た後に作業を行うこと。 

 

第２節，調査及び協議 

5-2-1,請負人は、本作業に先立って「配・給水管管理図」等により、既設の給水取出し部･受水槽等の事前調査を十分に行い、作業の円滑化を図らなければならない。

なお、調査結果については監督員に報告すること。また、作業期間中においても、作業現場の管理及び進捗状況を十分に把握し、監督員に連絡すること。万一

作業に遅延が生じる場合は、監督員に速やかに報告すること。 

 

第３節，給水管付替 

5-3-1,取替範囲 

1),給水管付替については、原則として分水栓から第一止水栓（又は仕切弁）までを取替範囲とし、できるだけ途中に継手を設けないようにすること。 
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2),宅地内が掘削できないなど、やむを得ず道路上で給水管付替を行う場合については、既設給水管の破損等による漏水防止の観点から、できるだけ官民境界

（民地側）まで取替えること。 

3),既設給水管が鉛管で、監督員が別途指示する場合は、上記 1)の取替範囲によらず掘削及び給水管付替を行うこと。 

4),給水管付替工は、付替一般図によるものとし、原則、変更設計の対象としない。 

5-3-2,止水栓 又は 仕切弁 

1),「施行基準」4.5止水栓の設置 を参照すること。 

2),給水管に設ける第一止水栓（又は仕切弁）は、官民境界から民地側 0.5m に設置することを標準とし、設置に関しては事前に監督員と十分に協議すること。

また、請負人は事前に土地所有者へ施工方法等の説明を行い、了解を得た後に施工すること。なお、これによることが出来ない場合は、監督員と再度協議

すること。 

5-3-3,輻輳する道路横断給水管の取り扱い 

同一箇所における複数の道路横断給水管の付替方法については、監督員の指示によること。 

 

第４節，仮配水管及び仮給水管 

5-4-1,仮配水管 及び 仮給水管付替の材料については、リース材料を使用すること。ただし、小規模な仮配管 及び監督員が別途指示する場合はこの限りではない。 

5-4-2,仮配水管据付撤去工 

1),請負人は、仮配水管について対象となる作業ごとに、監督員と十分協議・確認したうえで仮配管計画を策定し、必要な材料を準備すること。 

また、仮配管計画については、仮配管材料の転用回数を記載すること。 

2),リース期間については、原則、変更設計の対象としない。 

3),リース材料の口径については、配管計画の変更等に伴い監督員が別途指示する場合に限り、変更設計の対象とする。 

4),仮配水管据付撤去工は、付替一般図に定めるとおり、分岐部（割丁字管）以外の据付撤去・継手等の費用を含む。 

5),仮配本管のバルブは、ボールバルブを使用すること。また弁室内には表示板をいれておくこと。 

5-4-3, 仮給水管付替工 

1),リース管を使用した仮給水管付替工は、付替一般図によるものとし、原則、変更設計の対象としない。 

 

第５節，サドル分水栓取付穿孔等について 

5-5-1,「施行基準」4.2 給水管の分岐 を参照すること。ただし、未通水管への穿孔は、原則、認めない。また、サドル分水栓の穿孔径はφ25 とすること。なお、φ

40 以上の給水管の分岐に使用する割丁字管については、第６章「割丁字管」による。 

5-5-2,配水管から分岐を行う場合は、本市の立ち会いのもとで慎重に穿孔すること。 

5-5-3,鋳鉄配水管の穿孔後は、錆等による穿孔部分の閉塞を防止するため、密着形コア（防錆スリーブ）を取り付けること。また、サドル分水栓取り付け後は、防食
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フィルムを取り付けること。 

5-5-4,エポキシ樹脂粉体塗装管の穿孔には電動穿孔機を使用すること。モルタルライニング管の穿孔にも極力電動穿孔機を使用すること。また、穿孔用ドリルは、管

種及び穿孔する穴に適したものを使用すること。 

5-5-5,密着形コアの施工にあたっては各メーカーの専用挿入機を使用すること。 

            【参考】鋳鉄配水管における内面塗装の見分け方（ポリエチレンスリーブの表示） 

 

 
 

第６節，通水作業 

5-6-1,断水通知 及び 通水確認 

1),個別の給水管付替時における断水通知及び給水管のバルブ操作については、請負人が行うこと。また、その際は監督員とよく協議・確認のうえ、地域住民

とのトラブルのないように行うこと。 

2),請負人は、新・旧（既設）配水管の連絡及び切替工事において、配水管の通水時まで現場待機するとともに全ての給水管の通水確認等の点検調査を行い、

付替不足等のないようにすること。また、請負人は通水確認等の結果を監督員に報告するとともに、待機解除についても監督員に了承を得ること。 

5-6-2,リース材料の仮配管通水においての水質確認 

仮配水管の通水作業等については、原則、本市が行うが、本市の指示により請負人が通水作業等を行う場合は、逐次本市と連絡がとれる体制をとるととも

に、下記の要領を厳守すること。 

・仮配管の本管が布設完了したら通水を行い、仮配管上流部の既設配水管と同水質（残留塩素を含む。）であることを確認してから 24 時間以上置くこと。 

・24 時間経過後仮配管の放水を行い、管内水が１替わり以上してから仮配管上流部の既設配水管と同水質（残留塩素を含む。）であることを確認し、給水切替

すること。 

 

第７節，完成図 及び 工事写真 

5-7-1,給水付替設計書 

1)，工事完成後は、本市の指定する様式で給水管付替設計書（別紙様式－11～12 参照）を作成すること。また、φ75 以上の給水管についてもその設計書の図

面に記入すること。（配管詳細図含む） 

粉体塗装管 モルタルライニング管 
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2), 給水付替工事の対象が、配水管路の延長方向に複数の町丁目名にまたがる場合は、町丁目毎に給水付替設計書を分けること。 

3), 給水付替工事設計書は、「竣工」と「仮配・仮付替」を作成すること。「竣工」は、今後管理していくことを目的として、本市の「給水装置工事施行基準」

に基づいて、水栓番号、口径（分岐・付替・メーター）、材質（付替管・既設管）、止水栓（取替・新設・無し）、止水栓の位置（道路・宅地内）、既設

との接続位置（道路、宅地内）などの必要な項目を記載すること。「仮配・仮付替」は数量確認を目的として提出すること。 

4)，給水付替設計書については、白色上質紙を使用し、インクジェットプリンターによるカラー印刷とする。経年劣化の恐れがあるため、レーザープリンタに

よる印刷は不可とする。（用紙の厚みは指定しない） 

5)，出力サイズは A3横とし、片面印刷とすること。 

5-7-2,工事写真は、工事箇所（水栓番号など）を記載し、各工種が確認できる写真を撮影することとする。 

5-7-3,工事写真（カラー）撮影については、工事番号・工事場所等を記入した標示板を添えて、配水管側から止水栓の方向に向かって撮影すること。 

5-7-4,上記の給水管付替設計書及び工事写真は、監督員の指示により、作業の段階毎にその都度提出すること。 

 

第８節，材 料 

5-8-1,材料の規格 

1),仮配水管及び給水管材料は JIS、JWWA，JDPA 及び神戸市水道局規格によるものとし引用規格はその最新版とする。また、本作業に使用するサドル分水栓、

止水栓、PP用継手類、密着形コア、止水栓鉄蓋等については、本市指定品とする。本市指定品については、下記 URL にある本市水道局のホームページ「契

約・工事関係」のページで確認できるため、参照すること。 

(https://www.city.kobe.lg.jp/a01479/business/annaitsuchi/gyousha/index.html) 

2),上記によらない場合は、設計図書による他、本市の指示による。 

5-8-2,材料の調達 

請負人は使用する材料を本作業の進捗に合わせ、過不足が生じないようその責任において調達するとともに、仮配水管及び給水管材料については「材料確認書」

（リース材料については、メーカーから受領した品質確認検査証明書及び衛生面等を確認できる資料を添付すること）を現地搬入前に本市に提出のうえ確認を

受けること。現地搬入については、監督員と協議し、決められた日時に搬入すること。 

5-8-3,品質・数量検査 

使用する仮配水管及び給水管材料は公益社団法人日本水道協会又は、本市の指示する別途検査に合格したものとし、工事用仮置場及び現場搬入時に監督員が臨

場し、材料確認を行う。不合格品のある場合、速やかに当置場より搬出すること。 

5-8-4,材料の管理 

1),仮配水管及び給水管材料の取り扱いならびに衛生面を含めた管理については、請負人の責任において行うこと。特に、管布設及び撤去時においては、破損

や紛失のないように安全管理に努めること。 

2),仮配水管材料は、現場内の転用を考慮し、損傷及び衛生面等に注意して丁寧に取り扱うこと。特に、管端部については、不純物の混入や損傷がないよう十



分注意すること。 

3),仮配水管材料の転用は、本工事内に限るものであり、他工事間での転用はしないこと。 

4),リース材料は、本作業での仮配水管・仮給水管付替以外の目的では絶対に使用しないこと。 

5),リース材料は、作業完了後速やかに返却すること。また、リース材料の破損・紛失等による弁償が生じた場合は、請負人の責任において対応すること。 

 

5-8-5,材料の過不足 

材料に不足が生じた場合は、請負人が責任を持って調達すること。また、余材が生じた場合についても、請負人が責任を持って処理すること。 

5-8-6,搬入・検査記録写真 

材料搬入の都度、搬入状況写真を撮影し工事完成検査、又は、部分払いに伴う検査時に工事記録写真として提出すること。 
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第６章，割丁字管 

 

第１節，総  則 

6-1-1,一般 

1),請負人は設計図書及び監督員の指示により、配水管からφ40mm 以上の分岐管を不断水で取り出す作業に適用する。 

2),割丁字管の製作及び不断水穿孔作業の施工業者（以下、「穿孔業者」という。）はコスモ工機㈱・大成機工㈱の 2社から選択すること。 

3),不断水穿孔作業を行う作業者（以下、「穿孔作業者」という。）については、穿孔業者が発行している資格者証の写しを、着手前に本市に提出し、承諾を得る

こと。 

4),鋼板製割丁字管を溶接する作業者については、溶接工の資格証明書及び経歴書を、着手前に本市に提出し、承諾を得ること。また、溶接部検査結果の等級分類

を行う技術者についても、一般社団法人日本非破壊検査協会の非破壊検査技術者技量認定規定による、浸透探傷試験レベル２以上及び放射線透過試験レベル２

以上の資格を有するものとし、資格証明書の写しを監督員に提出すること。 

 

第２節，材料の仕様 

6-2-1,材料の規格 

1),割丁字管の材料については、下記のとおりとする。なお、水道配水用ポリエチレン管の割丁字管については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会 

PTC B20 の規格品であること。 

    ①割丁字管 

      不断水穿孔に用いるダクタイル鋳鉄製割丁字管について規定する。 

      （1）割丁字管の種類は次表の通りとする。 

形式 摘要 

ＳＳ型又はＳＴ型 ＳＳ型シーバーバルブ付 又は ＳＴ型バルブ付 

JIS B 0203 管用テーパネジ（内ネジ式）付 

Ｖ型又はＳＴソフト Ｖ型バルブ付 又は ＳＴ型ソフトバルブ付 

フランジは JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）のフランジ形に適合 

Ｆ型,Ｂ型又はＭ型 フランジ（GF形）は、JIS B 2062（水道用仕切弁）及び JWWA B 120（水道用ソフトシール仕切弁）2種に適合 

     ※接水部については、給水装置の構造及び材質の基準の技術的細目に関する省令（平成 9年 3月 19 日 厚生省令第 14号）に適合するものとする。 

      使用圧力は 0.74Mpa（7.5Kgf/c ㎡）。 

    （2）材質は、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）の 2種（FCD450-10）に適合するもの。 

    （3）塗装 

     ・外面及び内面で水に接しない部分は JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料による。 
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     ・内面で水に接する部分は JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。膜厚は t≧0.3mm とする。 

        ②鋼板製割丁字管 

    （1）材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材 SS440）、JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370）に適合するものとする。 

    （2）塗装 

     ・外面は JWWA K 135 液状エポキシ樹脂塗料による。膜厚は t≧0.4mm とする。 

     ・内面で水に接する部分は JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。膜厚は t≧0.3mm とする。 

    ③Ｖ型又はＳＴソフト 

     割丁字管 バルブ付（Ｖ型及びＳＴソフト）に付随する特殊仕切弁について規定する。 

    （1）種類は呼び径 75,100,150,200,300,400 とする。 

（2）弁の開閉は、右回り開き、左回り閉じとする。 

    （3）材質は、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）の 2種（FCD450-10）に適合するもの。 

    （4）構造は、ソフトシール型、スルース型とし、JWWA B 122 の水圧検査の基準を満たすものとする。 

    （5）塗装 

     ・外面は、JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料又は、JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。 

     ・内面は、JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。 

    ④その他付属品 

     その他の付属品（特殊割押輪・割押輪・ボルトナット・ゴム輪等）は、JIS G 5526・5527「付属書ダクタイル鋳鉄管用接合部品」の基準に準じる。 

     なお、ボルトナットは SUS304 または SUS403 同等品以上とし、焼付防止処理品とする。 

    ⑤SUS ブッシュ 

     取出し口径φ40～150mm においては、穿孔口に密着して SUS ブッシュを取付けること。材質は SUS316 同等品以上とし、外面はゴムライニング(SBR)とする。構

造は穿孔管の内面塗装が内面エポキシ樹脂粉体塗装及びモルタルライニング塗装の両方に適合するものとする。 

    ⑥ポリエチレンスリーブ 

     割丁字管部が直接土砂に触れないようにポリエチレンスリーブで保護すること。規格は JWWA K 158 と同等品以上とする。 

また、水道配水用ポリエチレン管用の割丁字管を使用の場合は、浸透溶剤防止ポリエチレンスリーブで保護すること。規格は、配水用ポリエチレンパイプシス

テム協会 PTC K 20 によるものとする。 

 

 第３節，材料の検査 

6-3-1,材料検査について 

   工事に使用する割丁字管材料の検査については、第８章「水道用配管材料」による。 
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第４節，施工 

6-4-1,施工について 

1),請負人は、不断水穿孔作業日時について、必ず監督員に連絡すること。 

2),本市の立ち会いのもとで割丁字管の設置、水圧試験及び不断水穿孔作業を行うこと。また、穿孔作業者は、作業に際して資格者証を常に携帯し、監督員が求め

れば直ちに提示すること。 

3),割丁字管を設置した後に水圧試験（試験圧力(0.75MPa または監督員が指示する圧力)を約 3 分間保持）を行い、監督員の承諾を得てから穿孔すること。但し、

既設管の状態によっては、監督員と協議の上、試験水圧を変更することができる。また、穿孔機については、内面塗装が内面エポキシ樹脂粉体塗装またはモル

タルライニング塗装の両方に適合するものを使用すること。 

4),不断水穿孔作業中において、切り粉・切り屑が残らないように施工し、またドレン放水については、配水管の赤水が発生しないように注意すること。 

5),鋼板製割丁字管を溶接して使用する場合は、溶接部の欠陥検査を行うこと。 

検査方法については、JIS Z 2343（浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類）によるものとし、その合否判定基準については、JIS B 8501「鋼製石油貯蔵の

構造（全溶接製）・付属書 3：非破壊試験の方法とその合否判定基準」によるものとする。 

試験結果については、JIS Z 2343・JIS Z 3104 及び「工事必携」に準じて整理し、監督員に提出すること。 
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第７章，不断水式管路遮断弁 

 

第１節，総  則 

7-1-1,一般 

1), 請負人は設計図書及び監督員の指示により、既設管の断水を行わずに制水弁を設置する作業に適用する。 

2),不断水式管路遮断弁の製作及び設置作業を行う施工業者（以下、「不断水式管路遮断弁の穿孔業者」という。）は、コスモ工機㈱・大成機工㈱の 2 社から選

択すること。 

3),不断水式管路遮断弁の設置及び穿孔作業を行う作業者（以下、「不断水式管路遮断弁の穿孔作業者」という。）については、不断水式管路遮断弁の穿孔業者

が発行している資格者証の写しを、着手前に本市に提出し、承諾を得ること。 

第２節，材料の仕様 

7-2-1,材料の規格 

1),不断水式管路遮断弁の使用圧力は 0.75MPa とし、材料については、下記のとおりとする。 

    ①割丁字管 

     不断水穿孔に用いるダクタイル鋳鉄製割丁字管について規定する。 

    （1）構造は、全周パッキン型、又はギボルトパッキン型とする。 

    （2）材質は、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）の 2種（FCD450-10）に適合するものとする。 

    （3）塗装 

     ・外面及び内面で水に接しない部分は JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料による。 

     ・内面で水に接する部分は JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。膜厚は t≧0.3mm とする。 

    ②弁体 

    （1）材質は、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）に、JWWA K 156 水道施設用ゴム材料（SBR）を加工成形したものとする。 

（2）塗装は、内面で水に接する部分は JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装による。膜厚は t≧0.3mm とする。 

（3）開閉は、左回り閉じ、右回り開きとする。 

    ③六角ボルトナット 

     SUS304 または SUS403 同等品以上とし、焼付防止処理品とする。 

    ④T 頭ボルトナット 

     JWWA G 113・114（水道用ダクタイル鋳鉄管・水道用ダクタイル鋳鉄異形管）FCD420-10 もしくは、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）の FCD400-15、 

     または FCD450-10 のいずれかとする。 

    ⑤特殊押輪の押ボルト 
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     JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）の FCD400-15、または FCD450-10 とする。 

    ⑥ゴムパッキン 

     JWWA K 156 水道施設用ゴム材料（SBR）に準じる。 

    ⑦ポリエチレンスリーブ 

     不断水式管路遮断弁が直接土砂に触れないようにポリエチレンスリーブで保護すること。規格は JWWA K 158 と同等品以上とする。 

 

第３節，材料の検査 

7-3-1,材料検査について 

   工事に使用する不断水式管路遮断弁材料の検査については、第８章「水道用配管材料」による。 

第４節，施工 

7-4-1,施工について 

1),請負人は、不断水穿孔作業日時について、必ず監督員に連絡すること。 

2),本市の立ち会いのもとで不断水式管路遮断弁の設置、水圧試験及び不断水穿孔作業を行うこと。また、不断水式管路遮断弁の穿孔作業者は、作業に際して資

格者証を常に携帯し、監督員が求めれば直ちに提示すること。  

3),不断水式管路遮断弁を設置した後に水圧試験（試験圧力(0.75MPa または監督員が指示する圧力)を約 3分間保持）を行い、監督員の承諾を得てから穿孔するこ

と。但し、既設管の状態によっては、監督員と協議の上、試験水圧を変更することができる。 

4),不断水式管路遮断弁の設置、不断水穿孔作業において、本管の流れを阻害、混濁させないようにし、また不断水穿孔作業中においては、切り粉・切り屑が管

内に残らないようにしなければならない。なおドレン放水については、配水管の赤水が発生しないように注意すること。 
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第８章，水道用配管材料 

 

第１節，総  則 

8-1-1,適用範囲 

本工事に使用する支給材料以外の水道用鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管、水道用弁・栓類、水道用鉄蓋類、及びこれらの付帯する水道材料に適用する。 

8-1-2,材料の調達 

請負人は、使用する水道用配管材料を本工事の進捗に合わせ、過不足が生じないようその責任において調達すること。 

 

第２節，材料の仕様 

8-2-1,材料の規格 

1),水道用配管材料はＪＩＳ、ＪＷＷＡ、ＪＤＰＡ、ＰＴＣ及び神戸市水道局規格によるものとし引用規格はその最新版とする。又、鋳鉄管、水道配水用ポ

リエチレン管を除く水道用配管材料については本市（神戸市水道局）の承諾を得た製作業者の製品とする。（別紙「材料規格一覧表」、「承諾業者一覧

表」参照） 

2),ダクタイル鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄異形管 

① ＪＩＳ Ｇ ５５２６、ＪＩＳ Ｇ ５５２７，ＪＷＷＡ Ｇ １１３、ＪＷＷＡ Ｇ １１４、ＪＷＷＡ Ｇ １２０、ＪＷＷＡ Ｇ １２１。（内

面塗装：エポキシ樹脂粉体塗装 ＪＷＷＡ Ｇ １１２） 

3),ＧＸ形短管１号・短管２号 

   ＧＸ形短管１号・２号については、ＪＤＰＡ Ｇ １０４９、ＪＤＰＡ Ａ ３０００の規定に準拠することとする。詳細は別図のとおりとする。 

4),フランジ（フランジ継手はＲＦ－ＧＦメタルタッチとする。ガスケットＧＦ形１号。） 

① 短管１号・２号、フランジＴ字管のフランジはＧＦ形とし、補修弁は、下面ＲＦ・上面ＧＦ、フランジ短管は片面ＲＦ・片面ＧＦとする。 

② 使用するフランジボルトナットはＳＵＳ３０４とする。ただし、浅層埋設仕様の補修弁使用時のフランジボルトナットの寸法はＭ１６―Ｌ７０とする

こと。 

5),バタフライ弁 

①  バタフライ弁の規格は、 JWWA B 138 B 種 (鉛ﾚｽ)とし、脚付きとする。キャップについては「ＪＩＳキャップ」とする。  

②  弁箱･弁体･脚･キャップの材質は FCD450 する。  

③  弁箱の塗装は内・外面ともエポキシ樹脂粉体塗装とし、操作機は水道用液状エポキシ塗料とする。  

④  バルブは立形・外ねじとし、開閉は左回り開 ,右回り閉とする。   

⑤  付属品として、基礎ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･平座金 (SUS304 製，ﾅｯﾄ･平座金は焼付防止処理品 )を含む  

⑥  接合形式はフランジ形とする。  
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⑦  キ ャ ッ プ 軸 の 回 転 数 は 以 下 の 数 値 ±0 . 2 5 と す る 。  

口 径 (m m )  Φ 50 0  Φ 6 0 0  Φ 7 0 0  Φ 8 0 0  Φ 9 00  Φ 1 00 0  

回 転 数  3 7 . 5  3 7 . 5  4 5  1 1 2 . 5  1 1 2 . 5  1 1 2 . 5  

     6) , 上記によ ら ない場合は設計図書によ る 他、 本市の指示によ る 。  

8-2-2,  本仕様書に記載さ れていない水道用配管材料を使用する 場合は、 使用前速やかに仕様詳細・ 図面を添付し た「 材料確認書」 を提出し 本市の確認を受ける こ と 。

又、 こ れによ ら ない特殊な水道用配管材料については、 別途本市よ り 支給する も のと する 。  

8-2-3,  「 6-2-1,  材料の規格」 は、 Ｊ Ｉ Ｓ 、 Ｊ ＷＷＡ 、 Ｊ Ｄ Ｐ Ａ 、 Ｐ Ｔ Ｃ によ る も のか又はそれに準じ 、 本市の承諾を得た水道用配管材料で、 当該工事発注後に該当

規格Ｊ Ｉ Ｓ 、 Ｊ ＷＷＡ 、 Ｊ Ｄ Ｐ Ａ 、 Ｐ Ｔ Ｃ が改正さ れた場合には、 本市の承諾によ り 規格の全部又は一部を改訂後の規格によ る こ と が出来る 。  

8-2-4,  上記に該当し ない水道用配管材料については、 本市の指示によ る も のと する 。     

 

第３ 節， 材料の確認 

8-3-1, 品質・ 数量確認 

工事に使用する 水道用配管材料は公益社団法人日本水道協会ま たは、 本市の指示する 別途検査に合格し たも のと し 、 工事用仮置場及び現場搬入時に監督員が

臨場し 、 材料確認を行う 。 不合格品のある 場合、 速やかに当置場よ り 搬出する こ と 。 請負人は材料確認時において、 本市が指示し た材料については、 その「 受

検証明書」 を本市に提示する こ と 。  

 

第４ 節， 材料の管理及び過不足 

8-4-1,  材料の管理 

請負人は、 下記に記載する「 材料使用報告書」 「 切管使用明細表」 「 撤去品集計表」 は、 工事完成検査、 部分払いに伴う 検査及び本市がその提出を指示し た場

合速やかに提出する こ と 。 こ れら の帳票の様式については別途指示する も のと する 。  

1) , 材料使用報告書： 請負人が搬入し た水道用配管資材及び本市が支給し た水道用配管資材は請負人が責任をも って管理し 、 その搬入数量、 使用数量、 残数量

を整理し 、 工事完了時材料使用報告書を作成する こ と 。  

2) , 切管使用明細書： 切管の使用に際し ては、 切管使用明細表を作成する こ と 。  

3) , 撤去品集計表 ： 撤去品がある 場合、 撤去品集計表を作成する こ と 。  

8-4-2,  材料の過不足 

請負人持材料の水道用配管材料に不足が生じ た場合は、請負人が責任を持って調達し 、別途支給品については本市よ り 支給を受ける こ と 。余材が生じ た場合、

請負人が搬入する 材料については請負人が責任を持って処理し 、 別途支給品については所定の手続き のう え速やかに本市へ返納する こ と 。 なお、 連絡時等緊

急で材料が必要と なった場合は、 本市に在庫がある も のに限り 借用する こ と ができ る が、 その場合は、 速やかに調達し 返納する こ と 。  

8-4-3,  搬入・ 検査記録写真 
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材料搬入の都度、搬入状況写真を撮影し工事完成検査、又は、部分払いに伴う検査時に工事記録写真として提出すること。 
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第５節，ＮＳ形材料 

8-5-1,ＮＳ形材料の付属品は以下のとおりとする。なお、ＮＳ形鋳鉄管については、直管、異形管、継輪及び帽、栓に継手材を含む。 

φ75～450 の NS 形直管及び切用管については１種管とする。また、φ500～1000 は、S種管とする。 

直 管 （ φ 4 5 0 以 下 ） 継手材（ゴムリング）、心出し用ゴム、ロックリング含む 

異 形 管 （ φ 2 5 0 以 下 ） 
継手材（ゴムリング）、心出し用ゴム、ロックリング、セットボルト、屈曲防止リング、屈曲防止

リング固定用ゴム含む 

継 ぎ 輪 及 び 帽 部 （ φ 2 5 0 以 下 ） 
継手材（押輪、ゴム輪、バックアップリング、Ｔ頭ボルト・ナット）、心出し用ゴム、ロックリン

グ含む 

異 形 管 （ φ 3 0 0 ～ φ 4 5 0 以 下 ） 
継手材（押輪、ゴム輪、バックアップリング、Ｔ頭ボルト・ナット）、心出し用ゴム、ロックリン

グ含む 

直 管 及 び 異 形 部 （ φ 5 0 0 以 上 ） 継手材（押輪、ゴム輪、バックアップリング、Ｔ頭ボルト・ナット）、ロックリング含む 

挿 口 リ ン グ リベット、結合ピース含む 

ラ イ ナ 心出し用ｺﾞﾑ（φ450 以下）、心出し用ﾎﾞﾙﾄ・留め具等（φ500 以上）含む 

    ※栓（φ500以上）は付属品を含まない。 

 

第６節，ＧＸ形材料 

8-6-1,ＧＸ形材料の付属品は以下のとおりとする。なお、ＧＸ形鋳鉄管については、直管に継手材を含み、異形管に継手材を含まない。 

   ＧＸ形直管及び切用管については１種管とする。 

直 管 継手材（ゴム輪）、ロックリング、ロックリングホルダ含む 

異 形 管 

※ 継 輪 及 び 帽 、 栓 を 含 む 
ロックリング、ロックリングストッパ含む 

挿 口 リ ン グ シールゴム、タッピンねじ、Ｏリング含む 

ラ イ ナ ライナボード含む 

異 形 管 接 合 材 ゴム輪、押輪、Ｔ頭ボルト・ナット含む 

Ｇ － Ｌ ｉ ｎ ｋ ゴム輪、Ｔ頭ボルト・ナット含む 
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材料規格一覧表 １／２ 

材 料 名 口   径 規     格 

ダクタイル鉄管Ｔ形 φ７５～φ２００ 

JIS G 5526,5527、JWWA G 113,114 
内面塗装；エポキシ樹脂粉体塗装 
接合部品；JWWA G 113,114（付属書１による） 
※ただし、ﾌﾗﾝｼﾞ形継手は平座金（JIS B 1256 の規格に準拠し、材質は SUS304
とする）2 枚使用すること。また、S 形結合ピースについては SUS403 とする。 
特殊押輪；Ｋ形特殊押輪（TN-30）、Ｔ形（K-80W）、NS 形継ぎ輪用特殊割

押輪（TK-99） 

ダクタイル鉄管Ｋ形 φ７５～ 

ダクタイル鉄管ＵＦ形 φ８００～ 

ダクタイル鉄管ＰⅡ形 φ３００～ 

ダクタイル鉄管ＰＮ形 φ３００～ 

ダクタイル鉄管Ｓ形 φ１１００～ 

ダクタイル鉄管ＮＳ形 φ７５～φ１０００ 

ダクタイル鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ７５～ 

ダクタイル鉄管ＧＸ形 
※短管 1 号・2 号除く 

φ７５～φ４００ 

JWWA G 120,121 
内面塗装；エポキシ樹脂粉体塗装 
接合部品；JWWA G 113,114（付属書１による） 
特殊押輪；GX 形継ぎ輪用特殊押輪（TK-12） 

ソフトシール仕切弁 φ５０～φ４００ 
JWWA B 120 神戸市水道局承諾材料 左回り開、右回り閉 
内・外面塗装；エポキシ樹脂粉体塗装 

地下式消火栓 単口、浅層埋設形 JWWA B 103 神戸市水道局承諾材料 右回り開、左回り閉。 

急速空気弁 φ２５、φ７５ 
JWWA B 137 神戸市水道局承諾材料  
内外面塗装；エポキシ樹脂粉体塗装  

補修弁 
レバー式、キャップ式 
φ７５－Ｈ１００，Ｈ１５０ φ１００－Ｈ２００ 
φ７５＊１００－Ｈ１５０ 

JWWA B 126 神戸市水道局承諾材料 左回り開、右回り閉 
内外面塗装；エポキシ樹脂粉体塗装、下面 RF・上面 GF 

鉄蓋類 

仕切弁鉄蓋改良１号、仕切弁鉄蓋改良２号 
消火栓デザイン鉄蓋 
空気弁デザイン鉄蓋 
緊急栓鉄蓋 
記録計室鉄蓋 
人孔鉄蓋（φ６００、８００） 
 仕切弁室・流量計室・減圧弁室・電送ﾋﾟｯﾄ 

神戸市水道局規格 

水道用円形鉄蓋（φ５００） 
（空気弁用、排水弁用、消火栓、緊急栓（デザイン）） 

JWWA B 132 神戸市水道局承諾材料 

水道マンホール鉄蓋（φ６００） 
水道耐スリップマンホール鉄蓋（φ６００） 

JSWAS G-4 神戸市水道局承諾材料 
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材料規格一覧表 ２／２ 

材 料 名 口   径 規     格 

鉄蓋類 
水道マンホール鉄蓋(φ600) 
水道耐スリップマンホール鉄蓋(次世代型)(φ600) 

JSWAS G-4 神戸市水道局承諾材料 

テープ類 

水道管識別テープ 
電送管識別テープ 
給水管破損防止テープ 
水道管破損防止テープ 
電送管破損防止テープ 

神戸市水道局規格 

ブロック・ボックス類 

消火栓室ブロック 
空気弁室ブロック 
記録計室ブロック 

 
神戸市水道局規格 
 

水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 神戸市水道局承諾材料 

ダクタイル鋳鉄管継手用滑剤  JDPA Z 2002 

ポリエチレンスリーブ  JWWA K 158（粉体塗装管用） 

水道配水用ポリエチレン管  JWWA K 144 

水道配水用ポリエチレン管継手  JWWA K 145 

水道配水ポリエチレン管用 
溶剤浸透防護スリーブ 

 PTC K 20 

水道配水用ポリエチレン管 
メカニカル継手 

 PTC G 30 

水道配水用ポリエチレン 
挿し口付ダクタイル鋳鉄異形管 

 PTC G 32 

水道用バタフライ弁  JWWA B 138 B 種 
JIS キャップ左回り開 
材質：FCD450（弁箱・弁体・脚・キャップ） 
塗装：内外面エポキシ樹脂粉体塗装（操作機は水道用液状エポキシ樹脂塗料） 
付属品：基礎ボルト・ナット、平座金（SUS304 製）、仕様表示板 
    ※ ナット・平座金は焼付防止処理品とする 
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参考資料 
 
 
 

承諾業者一覧 １／２  
 
    
    品名・規格  
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾業者名  

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁  地下式消火栓  急速空気弁  補修弁  鉄     蓋  ﾃ  ｰ  ﾌﾟ  ﾌﾞﾛｯｸ・ﾎﾞｯｸｽ  

JWWA B 120。内

外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂 粉

体 塗装 。左 回 り開

き。  

JWWA B 103。  
右回り開き。  
浅層埋設対応形。  

JWWA B 137。  
内 外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂

粉体塗装。２種。  

JWWA B 126。  
内 外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂 粉

体塗装。  
浅層埋設対応形。  
左回り開。 GF-RF。  

神戸市水道局規格  神戸市水道局規格  神戸市水道局規格  

φ 400 以下（φ 300
以 下の み浅 層 埋設

対応形）、 2 種  

単口 2 種  φ 25、φ 75 
※  凍結 防止 形 急

速 空 気 弁 は 、

㈱ 清 水 合 金 製

作 所 の み が 製

作。  

・レバー式  
①φ 75H=100 
②φ 75H=150 
③φ 100H=200 
④φ 100＊ 75H=150  
・キャップ式  
⑤φ 75H=100 
⑥φ 75H=150 
⑦φ 100H=200 
⑧φ 100＊ 75H=150  

①仕切弁鉄蓋改良１号  
②仕切弁鉄蓋改良２号  
③消火栓単口鉄蓋  
④空気弁単口鉄蓋  
⑤人孔鉄蓋  
⑥緊急栓鉄蓋  
⑦記録計鉄蓋  
⑧水道用円形鉄蓋  
⑨水道マンホール鉄蓋  
⑩新電送路線人孔鉄蓋  

管識別ﾃｰﾌﾟ①（水道管） 
     ②（電送管） 
管破損防止ﾃｰﾌﾟ  
     ③（水道管） 
     ④（電送管） 
     ⑤（給水管） 
     ⑥（揚水管） 

①消火栓ﾌﾞﾛｯｸ  
（単口）  

空気弁ﾌﾞﾛｯｸ  
（単口）  

② 水道用 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰ

ﾄ製 ﾎﾞｯｸｽ  
（円形３号） 

㈱クボタ  ○  ○  ○  ①②③     

㈱栗本鐵工所  ○        

㈱ハズ  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

㈱清水合金製作所  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

㈱清水鉄工所  ○  ○  ○  ①②③④     

千代田工業㈱  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

前澤工業㈱  ○   ○  ①②     

富士鉄工㈱  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥     

宮部鉄工㈱  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

角田鉄工㈱  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

㈱牧村製作所  ○  ○  ○      

清水工業㈱  ○  ○  ○  ①②③④⑤⑥⑦⑧     

協和工業㈱   ○  ○  ①②③     

園部重工業㈱      ①③④    

日之出水道機器㈱      ①②③④⑤⑥⑧⑨⑩   ②  

虹技㈱      ①②③④⑤⑥⑨⑩    

㈱ダイモン      ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨  ⑤  ①②  
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参考資料 
 
 
 

承諾業者一覧 ２／２  
 
    
    品名・規格  
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾業者名  

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁  地下式消火栓  急速空気弁  補修弁  鉄     蓋  ﾃ  ｰ  ﾌﾟ  ﾌﾞﾛｯｸ・ ﾎﾞｯｸｽ  

JWWA B 120。内

外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂 粉

体 塗 装。 左 回り 開

き。  

JWWA B 103。  
右回り開き。  
浅層埋設対応形。  

JWWA B 137。  
内 外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂

粉体塗装。２種。  

JWWA B 126。  
内 外 面 ｴ ﾎ ﾟ ｷ ｼ樹 脂 粉

体塗装。  
浅層埋設対応形。  
左回り開。 GF-RF。  

神戸市水道局規格  神戸市水道局規格  神戸市水道局規格  

φ 400 以下（φ 300
以 下 のみ 浅 層埋 設

対応形）、 2 種  

単口 2 種  φ 25、φ 75 
※  凍結 防 止形 急

速 空 気 弁 は 、

㈱ 清 水 合 金 製

作 所 の み が 製

作。  

・レバー式  
①φ 75H=100 
②φ 75H=150 
③φ 100H=200 
④φ 100＊ 75H=150 
・キャップ式  
⑤φ 75H=100 
⑥φ 75H=150 
⑦φ 100H=200 
⑧φ 100＊ 75H=150 

①仕切弁鉄蓋改良１号  
②仕切弁鉄蓋改良２号  
③消火栓単口鉄蓋  
④空気弁単口鉄蓋  
⑤人孔鉄蓋  
⑥緊急栓鉄蓋  
⑦記録計鉄蓋  
⑧水道用円形鉄蓋  
⑨水道マンホール鉄蓋  
⑩新電送路線人孔鉄蓋  

管識別ﾃｰﾌﾟ①（水道管） 
     ②（電送管） 
管破損防止ﾃｰﾌﾟ  
     ③（水道管） 
     ④（電送管） 
     ⑤（給水管） 
     ⑥（揚水管） 

①消火栓ﾌﾞﾛｯｸ  
（単口）  

空気弁ﾌﾞﾛｯｸ  
（単口）  

②水道 用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰ

ﾄ製 ﾎﾞｯｸｽ  
（円形３号） 

平山水工㈱      ①③④⑥    

日本鋳工㈱      ①③④⑥    

スズテック㈱      ①④    

北勢工業      ①③④    

エル日昌㈱       ①②③④⑤   

ヨツギ㈱       ①②③④⑤   

東神工業㈱       ①②③④⑤   

㈱吉田商店       ①②③④⑤   

㈱関西水栓       ①②③④⑤   

亀喜工業㈱       ⑤   

㈱イトーヨーギョー        ①  

㈱日本ﾈｯﾄﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ        ①  

ｻﾝｴｽ護謨工業㈱       ①  ③④⑤⑥   
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様式－12

工事配管図

図　番種　別

No.

工　事　番　号

丁目

工事場所

区 町・通
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管工事完成図作成マニュアル 

Ｒ５．１０ 

神戸市水道局配水課 

 

1．総 論 

(1) 本マニュアルは、神戸市水道局（以下「甲」という）が発注する管布設工事の完成図書において、

請負人（以下「乙」という）が甲の管路情報管理システム（以下「マッピング」という）による

完成図の作成方法について定める。 

(2) 本マニュアルは、甲が発注する管布設工事における管工事の完成図について、仕様をまとめたも

のであり、管布設工事以外の水道施設工事における詳細な完成図書は、別途添付する特記仕様書

によること。なお、詳細な操作については、甲の「マッピング操作手引書 更新処理編」を参照

すること。 

2．一般事項 

(1) 基本ＯＳが、Windows １０以上にIJCAD2019以上、または、IJCADにて読み取り・書き込み可能な

dwgファイルを作成可能なCADソフト(AutoCADLT等)がインストールされているパソコン（以下「Ｃ

ＡＤ用パソコン」という）を乙にて用意すること。 

(2) 乙はＣＡＤ用パソコンを使用し、更新用配管平面図の下図作成及び配管詳細図等（Ａ図・Ｂ図・

Ｃ図・Ｄ図）を作成する。 

(3) 完成図の新規作成・更新は、全て乙の費用負担にて行うこととするが、配管平面図の更新は下図

作成完了後甲の北部水道管理事務所に設置しているパソコンを使用して行うものとする。なお、

乙が作成する配管平面図の更新はマッピング更新実績のある図面作成業者に作成させること。 

(4) 管布設工事における完成図については以下のとおりとする。 

①配管平面図            －必須（1/500管理図） 

②配管詳細図 （以下「Ａ図」という）－必須（管割図） 

③オフセット図（以下「Ｂ図」という）－必須（属具及び配管の平面位置(ｵﾌｾｯﾄ）及び、甲の監

督員が指示した箇所） 

④断面図   （以下「Ｃ図」という）－必須（設計図書に明記されている箇所又は甲の監督員

が指示した箇所） 

⑤縦断図   （以下「Ｄ図」という）－必須（設計図書に明記されている箇所又は甲の監督員

が指示した箇所） 

(7) 新規作成・更新に必要なデータは、メッシュ単位のＤＸＦデータ(配管平面図と地形図)と、

AutoCAD2006･LT2008またはIJCAD2019以上(dwg)で作成したデータのＡ図・Ｂ図・Ｃ図・Ｄ図デー

タをメディア（ＵＳＢ等）に複写して貸し出す。但し、ウィルスチェックが終了しているメディ

アは乙にて持参すること。 

(8) 管布設工事のマッピング完成図書は、請負った全ての配管図の作成を行うものとする。 

(9) Ａ図・Ｂ図・Ｃ図・Ｄ図データの作成日は、過去の作成・変更日付を含め、すべて和暦表示とす

る。 

3．完成図面詳細 

（1）配管平面図 

乙は貸与を受けたＣＡＤデータ上に、ＣＡＤ用パソコンを使用し、工事により布設した位置にデ

ジタルデータ（1/500管理図）を作成する。又、別途属性入力帳票（必須項目の口径、管種、布設
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年西暦、月、継手、配水系統、耐震区分等）に項目全て入力したものを作成すること。仕切弁、口

径変化点、町丁境、２・４３・１７５号の国道境、管種変更箇所、丁・十字管等、交差箇所等、甲

で予め定めている属性変更箇所については必ず管路は分割するものとする。また、既設管との連絡

部には、区切記号を配置すること。 

管路はＣＡＤで作成した下図を取り込み管路用途（水色：配水管、紺色：送水管、揚水管、導水

管、緑色：工業用水管等）毎にレイヤを区別して配管図及び属性を全て入力する。 

（2）配管詳細図（Ａ図） 

既存の詳細図・詳細図枠を参考に管路の繋がり状況を示した図面（Ａ図）を作成すること。 

一つの図面の大きさは、最大１メッシュの１/４程度とする。 

ラスター図面(手書きをスキャナしたもの)の詳細図の一部で更新が必要な場合は、その詳細図の

全てをデジタルデータで作成すること。 

又、既存の詳細図（ラスター図面・デジタル図面）が取替対象・新設配水管以外の配管詳細図が

含まれている場合、その詳細図の全てを新しくデジタルデータで作成すること。 

詳細図枠のある区域でデータを作成する場合は、甲の監督員と協議して詳細図を作成すること。 

断面図（Ｃ図）・縦断図（Ｄ図）の作成位置を表記すること。 

詳細図ＣＡＤ部品を使用して作成する場合は、部品毎のグループで記入し、分割、レイヤ変更

（ByLayer）を行わないで作成し、統一した図面を作成すること。詳細は「ＬＴＣＡＤ詳細図を作

成する際の注意事項」を参考にして作成すること。 

Φ７５以上の給水管配管詳細図については配管詳細図（Ａ図）に作成すること。又は給水管付替

工事設計書に給水管配管詳細図を記載し、取出位置を配管詳細図（Ａ図）若しくはオフセット図(Ｂ

図)に作成すること。 

（3）オフセット図（Ｂ図） 

属具を設置した管路は道路と管路占用位置との平面的な位置関係を示したＢ図を必ず作成する

こと。一つの図面に表示する大きさは、作成した配管詳細図（Ａ図）の範囲を基準とする。 

属具のオフセット値は道路埋設鉄蓋以外の不動構造物から２カ所以上とする。なお、異形管等で

管路を変更した箇所及び既設仕切弁に配管した箇所の仕切弁は必ず作成すること。 

（4）断面図（Ｃ図）・縦断図（Ｄ図） 

設計図書に明記されているＣ・Ｄ図は作成すること。試験掘の結果については、甲の監督員と協

議し、他企業の管路を含めて作成すること。また、輻輳している管路又は標準土被り以外で布設し

た管路は必ず作成すること。 

（5）協議事項 

上記の内容で配管平面図・Ａ図～Ｄ図において不明な点は、甲の監督員と協議して決定すること。 

4．完成図作成方法 

(1) 乙は工事着手前に、甲の監督員とマッピングの出力図面を確認し、マッピングの地形図が設計図

と異なる場合は、乙は甲の監督員又は甲のデータ管理責任者に通知すること。地形図においては、

甲が新規作成・更新を行う。 

(2) 管工事完成前に、乙は「管路情報管理システムデータ更新用CADデータ借用願」に必要事項を明

記して甲の監督員に提出する。（メール送付可） 

(3)北部水道管理事務所マッピング担当から配管平面図・地形図・既存のＡ～Ｄ図のデジタルデータ

の複製（ＵＳＢ等）とマッピングから出図した配管平面図（地形図含む）・Ａ～Ｄ図を乙に貸与

する。 

(4) 乙はデータ更新用下図、属性データ入力表（別紙）及びＡ～Ｄ図を作成し、ＵＳＢ等で提出する
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こと。提出するＵＳＢ等については、最新のウィルス定義ファイルでウィルスチェックを行い、

提出するＵＳＢ等にウィルスチェック日とウィルス定義ファイルを記入すること。 

(5) 提出されたデータ更新用下図、属性データ入力表及びＡ～Ｄ図は、甲の監督員のチェックを受け

ること。 

(6) 乙は配管平面図を作成するため、甲の北部水道管理事務所に設置しているパソコン（更新用

e-Water）の使用予約を行い、配管平面図更新作業をして、甲の北部水道管理事務所で乙が作成

した下図及び属性データの入力チェックを受けること。 

(7) Ａ～Ｄ図の完成検査合格後、修正等がなければ甲の北部水道管理事務所より、更新データをメイ

ンサーバへ転送・更新する。 

(8) 乙は完成図書の一部として、下記「5.提出書類」を甲の監督員に提出すること。 

 (9) 乙は完成検査後についても作成されたデータに誤りが発見された場合には、乙の責任によりデー

タ修正を行うこと。 

 

5．提出書類 

① 配管平面図―― デジタルデータを格納したメディア（CD-R等１枚） 

配管詳細図（Ａ～Ｄ図） 

② デジタルデータ出力帳票 ―― 属性出力データ（印刷Ａ４－２部） 

③ 配管平面図出力図 ―― マッピング出力図面(Ｓ＝１／５００,１部）及び更新した箇所が赤色

表示のＣＡＤ出力図面(Ｓ＝１／５００,Ａ３－２部） 

④ 配管詳細図出力図 ――  Ａ～Ｄ図のマッピング出力図面（Ａ３－２部）又は、ＣＡＤ出力図面 

以   上
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仕切弁データ入力 メッシュ番号 Ｘ＝［　 282  ］   Ｙ＝ ［ 243  ］① ～ ⑨は別途コード表参照 

メッシュ識別番
号

設備番号 口  径
呼び径

種類①
10=ソフト
シール

布設年 布設月 鉄蓋の形
式
②

ピット室
の有無
③

副弁の有
無
④

道路区分
⑤
20=国道

行政区
⑥

キャップ
の形式
⑦

閉の回転
方向
⑧

回転方向
注記

データ管
理者番号
⑨

配水系統

0=なし 備　　　考
連番号 (mm) (西暦) 1～12 2=改良2 1=無 1=無 30=市道 21=東灘 1=神戸型 1=右回 ⑧=2の時 6260=北C

3=改良1 2=有 2=有 60=港湾道 ～ 2=JIS型 2=左回 左 ～ 6640= （弁開度）
70=止水栓 90=私道 29=西区 (H10～) ★１  ★２  

 ６桁 数値  ５桁 英４桁   ４桁   ２桁   １桁   １桁   １桁   ２桁   ２桁   ２桁   １桁 漢１桁     ６桁     ６桁

※設備番号は、仕切弁更新時に自動発刊番号を記入する。
★１：回転方向注記は、閉の回転方向⑨が(2)の時のみ、左と記入する。 ★２：配水系統は別途コード表参照。
  コード(主要なもののみ)  

30=バタフ
ライ弁

(別途コー
ド表参照)

①種類 ②鉄蓋の形式 ③弁室の有無 ⑤道路区分 ⑥行政区 ⑦キャップの形式 ⑧閉の回転方向 ⑨データ管理者

10=ソフトシール弁 1=新１号 ④副弁の有無        20=国道 20=東灘区 0=なし 1=右回り 6230=東部水道管理事務所

101=ソフト(高圧用) 2=改良２号 1=無 (2､43､175) 21=灘区 1=神戸型 (時計回り) 6240=西部水道管理事務所

20=仕切弁 3=改良１号 2=有 30=市道 22=中央区 (平成９年以前採用) 2=左回り 6260=北部水道管理事務所

30=バタフライ弁                                 60=港湾・都計道路 24=兵庫区 (反時計回り) 6630=浄水統括事務所

40=ストッパー                                          　　　　         7=人孔用鉄蓋 90=私道・その他 25=長田区 2=ＪＩＳ型 6635=上ヶ原浄水事務所

50=インサート 8=その他 99=神戸市域外 26=須磨区  (標準型・平成10年 6636=千苅浄水事務所

70=止水栓 27=垂水区 以降採用) 

80=その他 28=北区

29=西区
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消火栓データ入力 メッシュ番号 Ｘ＝［　 282  ］　　Ｙ＝　［ 243 ］① ～ ⑧は別途コード表参照 0

メッシュ識別番
号

設備番号 種別① 布設年 布設月 鉄蓋の 補修弁の
有無
③

Ｔ字管の
形式
④

道路区分
⑤

行政区 キャップ
の形式
⑦

データ管理
者番号
⑧

配水系統

0=なし

連番号 (西暦) 1～12 形式② 2=有り 30=     ⑥ 1=神戸型 6260=北C

  １桁   ２桁 市道  2=JIS型 ～ 6640=

  ２桁  
２桁

(H10～)  ★１
 ６桁 数値 　１桁   ４桁   ２桁   ２桁   ２桁     ６桁     ６桁

※設備番号は、消火栓更新時に自動発刊番号を記入する。
★１：配水系統は別途コード表参照。

  コード(主要なもののみ)

① ～ ⑧は
別途コード表参照(別途コード

表参照)

①種別 ②鉄蓋の形式 ③補修弁の有無 ④Ｔ字管の形式 ⑤道路区分 ⑥行政区 ⑦キャップの形式 ⑧データ管理者

1=地下式単口(FC製) 1=単口型 10=取出口径 100 20=国道 20=東灘区 0=なし 6230=東部水道管理事務所

2=地下式双口 2=双口型 1=無 15=取出口径  75 (2､43､175) 21=灘区  1=神戸型 6240=西部水道管理事務所

3=地下式空気弁付 3=鉄板型 2=有り 20=うず巻取出口径 10030=市道 22=中央区  (平成９年以前採用) 6260=北部水道管理事務所

5=地下式単口(FCD製) 4=デザイン型 25=うず巻取出口径  7560=港湾・都計道路 24=兵庫区 6630=浄水統括事務所

6=地下式単口(高圧用) 5=緊急栓型 25=うず巻取出口径  7590=私道・その他 25=長田区 2=ＪＩＳ型 6635=上ヶ原浄水事務所

7=地下式単口(緊急栓) 6=円形 30=取出口径  65以下 99=神戸市域外 26=須磨区  (標準型・平成10年 6636=千苅浄水事務所

8=応急給水用取水口 7=排水弁型 31=取出口径 150以上 27=垂水区 以降採用)

30=口径65以下 8=その他 35=割丁字取出 28=北区

81=消防用取水口 29=西区
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